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　生後91日以上の犬の登録と狂犬病予防注射を実施。飼い主には、生
涯１回の登録と年１回の狂犬病予防注射が義務付けられています。登
録済みで本年度の注射が済んでいない飼い主へは、申請書を郵送しま
すので、持参して必ず受けてください。なお、当日都合の悪い人は動物
病院でも受けられます。費用は動物病院へ問い合わせてください。
日時・会場＝下表のとおり
費用＝〈登録と注射〉１頭6,300円〈注射のみ〉同3,300円
用意する物＝申請書、新規登録は飼い主の住所・氏名・電話番号・犬
の種類・性別・生年・毛色(白・黒・茶・灰)・体格(大・中・小)・呼び名を
記入したメモ書き

●愛情と責任を持って
　ペットは愛情を持って飼い、適正な管理と飼育を心掛けましょう。外
出時のマナーも大切です。散歩するときは、ふんは必ず持ち帰り始末し
てください。

犬の登録・狂犬病予防注射  
日　　時 会　　場 電話番号

10月12日㈰
午前９時～正午 大胡支所 283-0116

10月19日㈰
午前９時～正午

前橋保健センター 223-8844
粕川支所 285-4114

10月26日㈰
午前９時～正午 宮城支所 283-2131

　今年、満17歳になる飼い犬を長寿犬として表彰します。
期日＝12月14日㈰
会場＝前橋保健センター
対象＝平成３年生まれで本市に登録され、平成18年度から20年度
までの狂犬病予防注射を受けている飼い犬(獣医師から予防注射
を猶予する旨の診断書が発行されている場合も含む)と、この要件
を満たす死亡犬
申し込み＝10月１日㈬～31日㈮に同センター☎223－8844へ

12月14日㈰に前橋保健センターで

満17歳の犬を表彰
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ど
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療
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滞
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格
証
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受
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一
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を
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て
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さ
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。

問い合わせは　前橋保健センター　☎223－8844

愛犬の登録と
 予防注射を忘れずに

飼い主は犬に
愛情と責任を

届いたら名前などの確認を
10月から国保の保険証が新しくなります

問い合わせは　国保年金課　☎898－6250

　10月１日㈬から、国民健康保険（国保）被保険者
証（保険証）が新しくなります。現在使用している
保険証は９月30日㈫まで有効です。


